
障がい者である職員の任免状況の公表

　障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第４条の１６に基づき、広域関係２組合における障が

い者である職員の任免状況について公表します。

　※厚生労働省職業安定局による「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に基づ

　　き算定

【令和6年6月1日現在】

　※(3)については、小数点以下切り捨て
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